
医療機関に限度額適用認定証を提出することで、同一の月において、医療機関窓口（※１）でのお支払いを
自己負担限度額（※２）までに抑えることができます。
　※１…保険医療機関（入院・外来別、医科・歯科別）、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。
　※２…保険外負担分（差額ベット代など）や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

※３・・・直近12ヶ月に高額療養費が支給された月数が3ヶ月以上になった場合、4ヶ月目から適用されます。

【70歳未満:自己負担限度額】　※70～74歳未満の自己負担限度額はTOTO健康保険組合ホームページ(HP)をご確認ください

自己負担限度額 多数該当（※３）

252,600円＋（総医療費ー842,000円）×１％（標準報酬月額が83万円以上）
区分:ア 140,100円

被保険者の所得区分

区分:イ 93,100円

44,400円

44,400円

167,400円＋（総医療費ー558,000円）×１％

80,100円＋（総医療費ー267,000円）×１％

57,600円（標準報酬月額26万円以下）
区分:エ
（標準報酬月額28～50万円）
区分:ウ
（標準報酬月額が53～79万円）

限度額適用認定証交付申請書記入見本

申請月以降で入院や

通院により高額な治療が

発生する月をご記入ください。

※申請月より前月以前の期間は

申請できませんので、健康保険

組合より還付されるのをお待ち

ください。(申請不要)

◎申請期間が不明な場合・・・

申請月から最⾧6ヶ月まで申請

できるため、ある程度⾧めに

ご記入ください。

◎有効期間を延⾧したい場合…

新たな有効期間を記入し、

この申請書を再度ご提出ください。

自己負担限度額

認定書の送付先を

ご選択ください。

※"その他"で入院先の医療機関を

記入される場合は、医療機関へ

事前に宛名・送付先住所を

ご確認ください。

TOTO健康保険組合

ホームページ

記号・番号は保険証に

記載されています。


